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北九州市告示第２９３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、駐車料金の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和５年７月１４日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

施 設 名 
受 託 者 

委託期間 
名 称 住 所 

北九州市営天神島駐

車場 

小倉都心部パ

ーキングマネ

ジメント共同

事業体 代表

者 第一警備

保障株式会社 

北九州市戸畑

区川代二丁目

１番２号 

令和５年７月１

日から令和６年

３月３１日まで北九州市営室町駐車

場 

北九州市営勝山公園

地下駐車場 

北九州市営黒崎駅西

駐車場 

公益社団法人

北九州市シル

バー人材セン

ター 

北九州市小倉

北区片野新町

一丁目１番６

号 

令和５年７月１

日から令和６年

３月３１日まで
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北九州市告示第２９４号 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条の１１

第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年７月１４日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

キズナシッター 

髙橋 真理鈴 

認可外

保育施

設 

居宅訪問型保

育事業の所在

地は個人情報

のため公示し

ておりません

。 

髙橋 真理鈴 令和５年６

月１４日 

キズナシッター 

髙野 久仁子 

認可外

保育施

設 

居宅訪問型保

育事業の所在

地は個人情報

のため公示し

ておりません

。 

髙野 久仁子 令和５年６

月１６日 

キズナシッター

・キッズパーク 

廣渡 亜莉沙 

認可外

保育施

設 

居宅訪問型保

育事業の所在

地は個人情報

のため公示し

ておりません

。 

廣渡 亜莉沙 令和５年６

月１６日 

キッズライン 

因幡 真未 

認可外

保育施

設 

居宅訪問型保

育事業の所在

地は個人情報

のため公示し

ておりません

。 

因幡 真未 令和５年６

月２２日 
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北九州市告示第２９５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立玄海青年の家、北九州市立もじ少年自然の家、北九州市立かぐめ

よし少年自然の家及び北九州市立ユースステーションにおける使用料の徴収事

務を次のとおり委託した。 

  令和５年７月１４日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設の名称 
受  託  者 

委託期間 
名   称 住   所 

北九州市立 

玄海青年の 

家 

玄海グリーン＆ア

ドベンチャー共同

企業体 代表者 

太平ビルサービス

株式会社北九州支

店 支店長 

 森川 純二 

北九州市小倉北区堺 

町一丁目６番１５号 

令和５年７月

１日から令和

６年３月３１

日まで 

北九州市立 

もじ少年自 

然の家 

玄海グリーン＆ア

ドベンチャー共同

企業体 代表者 

太平ビルサービス

株式会社北九州支

店 支店長 

森川 純二 

北九州市小倉北区堺 

町一丁目６番１５号 

北九州市立 

かぐめよし 

少年自然の 

家 

玄海グリーン＆ア

ドベンチャー共同

企業体 代表者 

太平ビルサービス

株式会社北九州支

店 支店長 

森川 純二 

北九州市小倉北区堺 

町一丁目６番１５号 

北九州市立 

ユースステ 

ーション 

ユースの未来共同

事業体 代表者 

関 宣昭 

北九州市八幡東区東 

田二丁目５番７号 
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北九州市公告第４７３号 

一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和５年７月１４日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 委託内容 

 （１） 業務名 北九州市総合コールセンター運営業務委託 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結の日から令和１０年３月３１日まで（契約締結

の日から令和６年４月３０日までは準備期間とし、契約金額の支払いに

係る期間は令和６年５月１日から令和１０年３月３１日までの４７箇月

とする。） 

 （４） 履行場所 北九州市長の指示する場所 

 （５） 入札方法 

  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

イ 電送及び郵送による入札は認めない。 

ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに

再度入札を行う。 

エ 入札執行回数は２回を限度とする。 

オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札

書には代理人の記名押印が必要である。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則(平成７年北九州市規則第１１号)第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 
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（３） この公告の日前に、当該競争入札に付する契約に係る業務と同等

の業務を受託し、実績を有している者。 

（４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市広報室広聴課 

イ 日時 この公告の日から令和５年８月２２日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時

から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市役所庁舎地下２階第５入札室 

イ 日時 令和５年８月１日午後３時 

（４） 競争参加の申出書等の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を 

希望する者は、令和５年８月８日までに競争参加の申出書等を北九州市

広報室広聴課に提出しなければならない。 

（５） 現地確認 総合コールセンター開設場所の現地確認を行うので、参

加を希望する者は、８月８日午後４時までに契約担当課に申し出ること

。また、当日は勤務時間中であり、写真撮影や声出しは禁止とし、職員

の指示に従うこと。 

 ア 場所 小倉北区大手町１番１号 

      小倉北区役所庁舎８階 

 イ 日時 令和５年８月１０日午前１０時３０分から午前１１時まで 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市役所庁舎地下２階第５入札室 

  イ 日時 令和５年８月２２日午後３時 

４ その他 

（１） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５

条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２

５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（２） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（３） 落札者の決定方法 

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（４） 契約書作成の要否 要 

（５） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

北九州市広報室広聴課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２５２５ 
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北九州市公告第４７６号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和５年７月１４日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  物品等の名称及び数量   

    普通消防ポンプ自動車（ＣＡＦＳ付） １台  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    令和５年６月２６日 

４  落札者の名称及び住所   

    株式会社Ｄｒｙ 

北九州市小倉北区白銀二丁目１０番２号 

５  落札金額   

    ４，８７０万８，０００円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和５年５月１２日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第４７７号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和５年７月１４日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  物品等の名称及び予定数量   

    コークス ２，０００トン  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    令和５年６月２６日 

４  落札者の名称及び住所   

    株式会社三誠商会 

    北九州市八幡東区西本町一丁目１０番８号 

５  落札金額   

    １トン当たりの契約金額６万４，６００円に１００分の１０に相当する金

額を加算した金額 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和５年５月１１日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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